
徳
島
県
訓
令
第
七
号

庁

中

一

般

東

部

各

局

各

セ

ン

タ

ー

等

各

総

合

県

民

局

徳
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局

徳
島
県
収
用
委
員
会
事
務
局

機
構
改
革
に
伴
う
関
係
訓
令
の
整
備
に
関
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

機
構
改
革
に
伴
う
関
係
訓
令
の
整
備
に
関
す
る
訓
令

（
職
員
の
表
彰
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
一
条

職
員
の
表
彰
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
徳
島
県
訓
令
第
百
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
徳
島
県
総
合
県
民
局
の
長
又
は
」
を
削
り
、
「
県
民
局
長
等
」
を
「
知
事
戦
略

局
長
」
に
改
め
る
。

第
五
条
及
び
第
六
条
中
「
県
民
局
長
等
」
を
「
知
事
戦
略
局
長
」
に
改
め
る
。

（
職
員
の
当
直
勤
務
手
当
、
夜
勤
手
当
支
給
規
程
の
一
部
改
正
）

第
二
条

職
員
の
当
直
勤
務
手
当
、
夜
勤
手
当
支
給
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
徳
島
県
訓
令
第
百
八
十
九
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中
「
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
」
を
「
徳
島
県
徳
島
県
土
整
備
事
務
所
又
は
徳
島
県

吉
野
川
県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
る
。

（
徳
島
県
公
印
規
程
の
一
部
改
正
）

第
三
条

徳
島
県
公
印
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
徳
島
県
訓
令
第
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
中
「
生
活
環
境
部
交
通
・
生
活
安
全
担
当
部
長
、
経
済
産
業
部
商
流
・
交
流
担
当
部
長
及
び

県
土
整
備
部
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
担
当
部
長
」
を
「
観
光
ス
ポ
ー
ツ
文
化
部
交
流
拠
点
整
備
担
当
部
長
、
生

活
環
境
部
交
通
・
生
活
安
全
担
当
部
長
、
保
健
福
祉
部
医
療
健
康
担
当
部
長
、
経
済
産
業
部
商
流
・
交

流
担
当
部
長
、
農
林
水
産
部
次
世
代
農
業
担
当
部
長
、
県
土
整
備
部
県
土
強
靱
化
担
当
部
長
及
び
知
事

直
轄
組
織
知
事
戦
略
局
交
流
拠
点
整
備
担
当
部
長
」
に
、
「
本
部
長
印
及
び
本
部
印
、
東
部
県
税
局
、

東
部
保
健
福
祉
局
、
東
部
農
林
水
産
局
及
び
東
部
県
土
整
備
局
（
以
下
「
東
部
各
局
」
と
い
う
。
）
の

長
の
印
並
び
に
東
部
各
局
の
長
の
職
務
代
行
者
印
並
び
に
東
部
各
局
の
印
、
セ
ン
タ
ー
等
（
徳
島
県
行

政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
十
五
号
）
第
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
等
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
長
の
印
及
び
セ
ン
タ
ー
等
の
長
の
職
務
代
行
者
印
並
び
に
セ
ン
タ
ー
等
の
印

、
総
合
県
民
局
長
印
及
び
総
合
県
民
局
長
職
務
代
行
者
印
並
び
に
総
合
県
民
局
印
」
を
「
出
先
機
関
の

長
の
印
及
び
出
先
機
関
の
長
の
職
務
代
行
者
印
並
び
に
出
先
機
関
の
印
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

次
に
掲
げ
る
出
先
機
関
に
は
、
当
該
出
先
機
関
専
用
の
知
事
印
、
県
印
又
は
知
事
職
務
代
理
者
印

（
以
下
「
専
用
公
印
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

一

徳
島
県
県
税
局
（
以
下
「
県
税
局
」
と
い
う
。
）



二

徳
島
県
地
域
連
携
事
務
所

三

徳
島
県
南
部
環
境
保
全
室

四

徳
島
県
西
部
環
境
保
全
室

五

徳
島
県
こ
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー

六

徳
島
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

七

徳
島
県
障
が
い
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

八

徳
島
県
保
健
所

九

徳
島
県
福
祉
事
務
所

十

徳
島
県
東
京
本
部

十
一

徳
島
県
東
海
本
部

十
二

徳
島
県
関
西
本
部

十
三

徳
島
県
立
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー

十
四

徳
島
県
職
業
能
力
開
発
校

十
五

徳
島
県
農
林
事
務
所

十
六

徳
島
県
阿
南
安
芸
自
動
車
道
用
地
推
進
セ
ン
タ
ー

十
七

徳
島
県
県
土
整
備
事
務
所

第
三
条
第
四
項
中
「
本
部
、
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
又
は
総
合
県
民
局
」
を
「
出
先
機
関
」
に
改

め
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
東
部
県
税
局
」
を
「
県
税
局
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
六
条
第
三
項
中
「
第
十
三
条
」
を
「
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
十
五
号
）
第
十
一
条
」
に

改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
本
部
長
印
及
び
本
部
印
、
東
部
各
局
の
長
の
印
及
び
東
部
各
局
の
印
、
セ
ン

タ
ー
等
の
長
の
印
及
び
セ
ン
タ
ー
等
の
印
、
総
合
県
民
局
長
印
及
び
総
合
県
民
局
印
」
を
「
出
先
機
関

の
長
の
印
及
び
出
先
機
関
の
印
」
に
、
「
本
部
長
、
東
部
各
局
の
長
、
セ
ン
タ
ー
等
の
長
、
総
合
県
民

局
長
」
を
「
出
先
機
関
の
長
」
に
、
「
東
部
県
税
局
の
長
の
印
及
び
同
条
第
三
項
の
総
合
県
民
局
」
を

「
県
税
局
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
消
防
保
安
課
長
」
を
「
危
機
管
理
部
消
防
保
安
課
長
」
に
改

め
、
同
条
第
六
項
中
「
本
部
、
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
又
は
総
合
県
民
局
」
を
「
出
先
機
関
」
に
改

め
る
。

第
十
条
中
「
、
専
用
公
印
（
県
印
四
号
（
契
印
）
」
を
「
及
び
専
用
公
印
（
県
印
二
号
（
契
印
）
」

に
改
め
、
「
、
総
合
県
民
局
長
印
及
び
総
合
県
民
局
印
」
を
削
る
。

第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
会
計
管
理
者
事
務
代
理
者
印
等
に
係
る
特
例
）

第
十
五
条

会
計
管
理
者
事
務
代
理
者
印
等
及
び
出
先
機
関
の
長
の
職
務
代
行
者
印
は
、
そ
の
印
章
を

作
成
せ
ず
、
会
計
管
理
者
事
務
代
理
者
印
等
に
あ
つ
て
は
会
計
管
理
者
印
、
出
先
機
関
の
長
の
職
務

代
行
者
印
に
あ
つ
て
は
出
先
機
関
の
長
の
印
を
も
つ
て
こ
れ
ら
に
代
え
る
も
の
と
す
る
。

附
則
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

第
二
条
に
規
定
す
る
公
印
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
県
税
局
の
支
所
及
び
出
張
所
（
以
下
「
支
所
等

」
と
い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
支
所
等
専
用
の
公
印
と
し
て
知
事
印
、
県
印
、
知
事
職
務
代
理
者
印
、

出
先
機
関
の
長
の
印
及
び
出
先
機
関
の
印
を
、
徳
島
県
阿
南
農
林
事
務
所
那
賀
支
所
に
同
支
所
専
用

の
公
印
と
し
て
知
事
印
、
県
印
、
知
事
職
務
代
理
者
印
、
出
先
機
関
の
長
の
印
及
び
出
先
機
関
の
印

を
、
徳
島
県
徳
島
県
土
整
備
事
務
所
鳴
門
支
所
に
同
支
所
専
用
の
公
印
と
し
て
知
事
印
、
県
印
、
知



事
職
務
代
理
者
印
、
出
先
機
関
の
長
の
印
及
び
出
先
機
関
の
印
を
、
徳
島
県
阿
南
県
土
整
備
事
務
所

那
賀
支
所
に
同
支
所
専
用
の
公
印
と
し
て
知
事
印
、
県
印
、
知
事
職
務
代
理
者
印
、
出
先
機
関
の
長

の
印
及
び
出
先
機
関
の
印
を
、
徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
の
セ
ン
タ
ー
内
課
等

（
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
セ
ン
タ
ー
内
課
等
専
用
の
公
印
と
し

て
出
先
機
関
の
長
の
印
を
、
徳
島
県
食
肉
衛
生
検
査
所
西
部
支
所
に
同
支
所
専
用
の
公
印
と
し
て
出

先
機
関
の
長
の
印
を
、
徳
島
県
発
達
障
が
い
者
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
美
馬
庁
舎
及
び
徳
島
県
西
部
家

畜
保
健
衛
生
所
東
み
よ
し
庁
舎
に
そ
れ
ぞ
れ
庁
舎
専
用
の
公
印
と
し
て
出
先
機
関
の
長
の
印
を
置
く

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
公
印
の
形
状
、
寸
法
及
び
字
体
並
び
に
新
調
、
改
刻
及
び
廃

棄
並
び
に
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
専
用
公
印
又
は
出
先
機
関
の
長
の
印
に
関
す
る
規
定
に
準
ず
る
も

の
と
す
る
。

別
表
を
削
り
、
附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

別
表

（第
５
条
関
係

）

そ
の
１
一
般
公
印

種
別

形
状

寸
法

知
事
印
１
号

徳
島

縦
３
０
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

横
３
０
ミ
リ
メ
ト
ル

ー

県
知

事

之
印

知
事
印
２
号

徳
島

縦
１
８
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

横
１
８
ミ
リ
メ
ト
ル

ー

県
知

事

之
印

知
事
印
３
号

徳
島

縦
１
０
ミ
リ
メ
ト
ル

ー

横
１
０
ミ
リ
メ
ト
ル

ー

県
知

事

之
印

知
事
職
務
代
理
者
印
１
号

徳
島

県
縦
３
０
ミ
リ
メ
ト
ル

ー

横
３
０
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

知
事
職
務

代
理
者
印



知
事
職
務
代
理
者
印
２
号

徳
島

県
縦
１
８
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

横
１
８
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

知
事
職
務

代
理
者
印

知
事
職
務
代
理
者
印
３
号

徳
島

県
縦
１
０
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

横
１
０
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

知
事
職
務

代
理
者
印

副
知
事
印

徳
島

県
縦
３
０
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

横
３
０
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

副
知

事

之
印

会
計
管
理
者
印

徳
島

県
縦
２
３
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

横
２
３
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

会
計
管
理

者
之

印

部
長
印

徳
島

県
縦
２
３
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

横
２
３
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

×

×

部

長
之

印

担
当
部
長
印

徳
島

県
縦
２
３
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

×
×

部
(
局
)

横
２
３
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

×

×

担
当
部

長
之

印

知
事
直
轄
組
織
知
事
戦
略

徳
島

県
縦
２
３
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

局
長
印

知
事
直
轄
組
織

横
２
３
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

知
事
戦
略
局



長
之

印

出
納
局
長
印

徳
島

県
縦
２
３
ミ
リ
メ
ト
ル

ー

横
２
３
ミ
リ
メ
ト
ル

ー

出
納

局

長
之

印

課
長
印

徳
島

県
縦
２
０
ミ
リ
メ
ト
ル

ー

×

×

部
横
２
０
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

×

×

課

長
之

印

課
内
室
長
印

徳
島

県
縦
２
０
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

×

×
部

横
２
０
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

×

×

課
×

×

室

長
之

印

出
先
機
関

（県
税
局
を
除

徳
島

県
縦
２
０
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

く

）の
長
の
印

横
２
０
ミ
リ
メ

ト
ル

。
ー

×
×

×

×

長
印

県
税
局
の
長
の
印

徳
島

県
縦
２
０
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

横
２
０
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

県
税

局

長
之

印

農
業
大
学
校
の
長
の
印

徳
島
県
立
農

縦
２
０
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

林
水
産
総
合

横
２
０
ミ
リ
メ
ト
ル

ー

技
術
支
援
セ

ン
タ

農
業

ー

大
学
校
長
印

県
印
１
号

徳
島

縦
６
８
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

横
６
８
ミ
リ
メ

ト
ル

ー



県
印

県
印
２
号

徳
島

縦
４
５
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

横
４
５
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

県

県
印
３
号

徳
島

縦
１
８
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

横
１
８
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

県

県
印
４
号

（契
印

）及
び

徳
島

縦
３
０
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

県
印
５
号

（契
印

）

横
１
８
ミ
リ
メ
ト
ル

ー

県

部
印

徳
島

県
縦
４
５
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

横
４
５
ミ
リ
メ
ト
ル

ー

×

×

部

知
事
直
轄
組
織
知
事
戦
略

徳
島

県
縦
４
５
ミ
リ
メ
ト
ル

ー

局
印

横
４
５
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

知
事
直
轄
組
織

知
事
戦
略
局

出
納
局
印

徳
島

県
縦
４
５
ミ
リ
メ
ト
ル

ー

横
４
５
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

出
納

局



課
印

徳
島

県
縦
３
０
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

横
３
０
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

×

×

部

×

×

課

出
先
機
関
の
印

徳
島

県
縦
３
０
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

横
３
０
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

×
×

×

×
×

×

そ
の
２
特
殊
公
印

種
別

形
状

寸
法

知
事
印

縦
４
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

横
２
０
ミ
リ
メ
ト
ル

ー

徳
島
県
知
事
之
印

知
事
職
務
代
理
者
印

縦
４
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

徳
島
県
知
事

横
２
０
ミ
リ
メ
ト
ル

ー

職
務
代
理
者
印

そ
の
３

専
用
公
印

種
別

形
状

寸
法

知
事
印
１
号

徳
島

縦
３
０
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

県
知

事
横
３
０
ミ
リ
メ
ト
ル

ー

之
印

○
○
○
専
用

知
事
印
２
号

徳
島

縦
１
５
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

県
知

事
横
１
５
ミ
リ
メ
ト
ル

ー



之
印

○
○
○
専
用

知
事
職
務
代
理
者
印

徳
島

県
縦
３
０
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

知
事
職
務

横
３
０
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

代
理
者
印

○
○
○
専
用

県
印
１
号

徳
島

縦
１
８
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

横
１
８
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

県

○
○
○
専
用

県
印
２
号

（契
印

）

○
徳

島
縦
３
０
ミ
リ
メ
ト
ル

ー

○
横
１
８
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

○専用
県

そ
の
４

焼
印

種
別

形
状

寸
法

知
事
印

徳
島

県
縦
３
０
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

横
３
０
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

知
事

之

印

県
印

徳
島

縦
４
５
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

横
４
５
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

県

そ
の
５
電
子
計
算
組
織
用



種
別

形
状

寸
法

県
税
局
の
長
の
印
１
号

徳
島

県
縦
２
０
ミ
リ
メ
ト
ル

ー

県
税

局
横
２
０
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

長
之

印

税
務
事
務
専
用

県
税
局
の
長
の
印
２
号

徳
島

県
縦
１
５
ミ
リ
メ
ト
ル

ー

県
税

局
横
１
５
ミ
リ
メ

ト
ル

ー

長
之

印

税
務
事
務
専
用

（
加
賀
須
野
橋
可
動
橋
操
作
要
領
の
一
部
改
正
）

第
四
条

加
賀
須
野
橋
可
動
橋
操
作
要
領
（
昭
和
三
十
一
年
徳
島
県
訓
令
第
六
百
三
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
長
」
を
「
徳
島
県
徳
島
県
土
整
備
事
務
所
長
」
に
、

「
県
土
整
備
部
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
担
当
部
長
」
を
「
県
土
整
備
部
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
県
土

整
備
部
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
担
当
部
長
」
を
「
県
土
整
備
部
長
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
県
土
整
備
部
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
担
当
部
長
」
を
「
県
土
整
備
部
長
」
に
改
め
る
。

（
徳
島
県
水
産
業
改
良
普
及
事
業
実
施
要
領
の
一
部
改
正
）

第
五
条

徳
島
県
水
産
業
改
良
普
及
事
業
実
施
要
領
（
昭
和
三
十
五
年
徳
島
県
訓
令
第
三
百
六
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
又
は
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
農
林
水
産
部
」
を
削
る
。

（
徳
島
県
統
計
調
査
調
整
規
程
の
一
部
改
正
）

第
六
条

徳
島
県
統
計
調
査
調
整
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
徳
島
県
訓
令
第
四
百
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
生
活
環
境
部
交
通
・
生
活
安
全
担
当
部
長
、
経
済
産
業
部
商
流
・
交
流
担
当
部

長
及
び
県
土
整
備
部
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
担
当
部
長
」
を
「
観
光
ス
ポ
ー
ツ
文
化
部
交
流
拠
点
整
備
担
当
部

長
、
生
活
環
境
部
交
通
・
生
活
安
全
担
当
部
長
、
保
健
福
祉
部
医
療
健
康
担
当
部
長
、
経
済
産
業
部
商

流
・
交
流
担
当
部
長
、
農
林
水
産
部
次
世
代
農
業
担
当
部
長
及
び
県
土
整
備
部
県
土
強
靱
化
担
当
部
長

」
に
、
「
企
画
総
務
部
管
財
課
、
市
町
村
課
、
地
域
連
携
課
」
を
「
企
画
総
務
部
政
策
企
画
課
（
広
域

行
政
室
に
限
る
。
）
、
市
町
村
課
」
に
改
め
る
。

（
徳
島
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
改
正
）

第
七
条

徳
島
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
年
徳
島
県
訓
令
第
四
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
部
等
（
徳
島
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
十
五
号
）

第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
部
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
（
同
条
第
三

号
に
規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
総
合
県
民
局
」
を
「
本
庁
及
び
出
先
機
関



」
に
、
「
セ
ン
タ
ー
等
、
東
部
各
局
又
は
総
合
県
民
局
」
を
「
出
先
機
関
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
東
部
各
局
又
は
セ
ン
タ
ー
等
」
を
「
出
先
機
関
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
東
部
各
局
、
セ
ン
タ

ー
等
又
は
総
合
県
民
局
」
を
「
出
先
機
関
」
に
、
「
附
し
て
」
を
「
付
し
て
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
中
「
部
等
」
を
「
本
庁
」
に
、
「
東
部
各
局
に
」
を
「
出
先
機
関
に
」
に
、
「
東
部
各
局

の
長
、
セ
ン
タ
ー
等
に
あ
つ
て
は
当
該
セ
ン
タ
ー
等
」
及
び
「
東
部
各
局
及
び
セ
ン
タ
ー
等
」
を
「
出

先
機
関
」
に
、
「
、
総
合
県
民
局
に
あ
つ
て
は
総
合
県
民
局
長
（
以
下
」
を
「
（
以
下
こ
れ
ら
を
」
に

改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
又
は
総
合
県

民
局
」
を
「
出
先
機
関
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
三
項
中
「
部
等
、
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
」
を
「
本
庁
の
内
部
組
織
」
に
、
「
総

合
県
民
局
」
を
「
出
先
機
関
」
に
改
め
る
。

（
職
員
の
人
事
取
扱
規
程
及
び
職
員
の
人
事
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

次
に
掲
げ
る
訓
令
の
規
定
中
「部

等
東
部
各
局

セ
ン
タ

等
又
は
総
合
県
民
局
の
名
称

」

，
，

ー

を
「所

属
名

」
に
改
め
る
。

一

職
員
の
人
事
取
扱
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
訓
令
第
百
五
十
号
）
別
表

二

職
員
の
人
事
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
令
和
五
年
徳
島
県
訓
令
第
一
号
）
附
則
第
二

項
の
表

（
徳
島
県
県
営
林
経
営
規
程
の
一
部
改
正
）

第
九
条

徳
島
県
県
営
林
経
営
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
訓
令
第
二
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
徳
島
県
総
合
県
民
局
又
は
徳
島
県
東
部
農
林
水
産
局
」
を
「
徳
島
県
農
林
事

務
所
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
中
「
徳
島
県
総
合
県
民
局
又
は
徳
島
県
東
部
農
林
水
産
局
」
を
「
徳
島
県
農
林
事
務
所

」
に
、
「
総
合
県
民
局
長
等
」
を
「
農
林
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
、
第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
一
条
中
「
総
合
県
民
局
長
等
」
を
「
農
林
事
務
所
長
」
に

改
め
る
。

（
徳
島
県
県
有
車
両
整
備
管
理
実
施
規
程
の
一
部
改
正
）

第
十
条

徳
島
県
県
有
車
両
整
備
管
理
実
施
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
徳
島
県
訓
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
号
ロ
、
第
五
条
及
び
第
六
条
中
「
企
画
総
務
部
広
域
行
政
担
当
部
長
」
を
「
企
画
総
務

部
長
」
に
改
め
る
。

（
徳
島
県
行
政
考
査
規
程
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

徳
島
県
行
政
考
査
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
徳
島
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
、
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
（
徳
島
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島

県
規
則
第
十
五
号
）
第
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
等
を
い
う
。
）
並
び
に
総
合
県
民
局
」
を

「
並
び
に
出
先
機
関
」
に
改
め
る
。

（
徳
島
県
土
地
利
用
対
策
会
議
設
置
規
程
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

徳
島
県
土
地
利
用
対
策
会
議
設
置
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
徳
島
県
訓
令
第
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
三
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

県
土
整
備
部
県
土
強
靱
化
担
当
部
長
（
以
下
「
県
土
強
靱
化
担
当
部
長
」
と
い
う
。
）

第
四
条
中
「
県
土
整
備
部
長
」
を
「
県
土
強
靱
化
担
当
部
長
」
に
改
め
る
。

別
表
観
光
ス
ポ
ー
ツ
文
化
部
の
項
中
「
観
光
企
画
課
」
を
「
観
光
政
策
課
」
に
改
め
、
同
表
生
活
環

境
部
の
項
中
「
環
境
指
導
課
」
を
「
資
源
循
環
課
」
に
改
め
、
同
表
経
済
産
業
部
の
項
中
「
企
業
支
援

課
」
を
「
産
業
成
長
推
進
課
」
に
改
め
る
。

（
徳
島
県
道
路
維
持
補
修
規
程
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

徳
島
県
道
路
維
持
補
修
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
徳
島
県
訓
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
総
合
県
民
局
長
等
」
を
「
県
土
整
備
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
徳
島
県
総
合
県
民
局
又
は
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
」
を
「
徳
島
県
県
土
整
備

事
務
所
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
中
「
は
握
し
」
を
「
把
握
し
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
中
「
、
路
側
」
を
「
及
び
路
側
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
側
溝
、

こ
う

」
を
「
側
溝
及
び
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
防
護
さ
く
、
駒
止
め
」
を
「
防
護
柵
、
駒
止
め
」
に

こ
ま

改
め
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「総

合
県
民
局
又
は
東
部
県
土
整
備
局

」
を
「県

土

整
備
事
務
所

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

，
、

様
式
第
四
号
中
「総

合
県
民
局
又
は
東
部
県
土
整
備
局

」
を
「県

土
整
備
事
務
所

」
に
、
「

」
を

，

「

」
に
、
「網

目
ク
ラ
ツ
ク

」
を
「網

目
ク
ラ
ッ
ク

」
に
、
「線

状
ク
ラ
ツ
ク

」
を
「線

状
ク
ラ
ッ

、

ク

」
に
、
「横

方
向
ク
ラ
ツ
ク

」
を
「横

方
向
ク
ラ
ッ
ク

」
に
、
「縦

方
向
ク
ラ
ツ
ク

」
を
「縦

方
向

こ
う

ク
ラ
ッ
ク

」
に
、
「目

地
の
く
る
い

」
を
「目

地
の
狂
い

」
に
、
「側
溝
埋
没

」
を
「側

溝
埋
没

」
に

、
「3

3
―
ク
ラ
ツ
ク

」
を
「3

3
―
ク
ラ
ッ
ク

」
に
、
「3

8―
ク
ラ
ツ
ク

」
を
「3

8
―
ク
ラ
ッ
ク

」
に
、

こ
う

こ
う

「Ｕ
型
側
溝
破
損

」
を
「Ｕ

型
側
溝
破
損

」
に
、
「Ｕ

型
側
溝
ふ
た
破
損

」
を
「Ｕ

型
側
溝
蓋
破
損

」

こ
う

に
、
「Ｌ

型
側
溝
破
損

」
を
「Ｌ

型
側
溝
破
損

」
に
、
「巻
立
水
も
れ

」
を
「巻

立
水
漏
れ

」
に
、
「

照
明
燈
悪
い

」
を
「照

明
灯
悪
い

」
に
、
「―

照
明
燈
―

」
を
「―

照
明
灯
―

」
に
、
「点

燈
し
て
い

な
い

」
を
「点

灯
し
て
い
な
い

」
に
、
「タ

イ
ム
ス
イ
ツ
チ
故
障

」
を
「タ

イ
ム
ス
イ
ッ
チ
故
障

」
に

、
「光

電
管
ス
イ
ツ
チ
故
障

」
を
「光

電
管
ス
イ
ッ
チ
故
障

」
に
、
「ガ

ド
フ
エ
ン
ス
破
損

」
を
「

ー

ガ
ド
フ
ェ
ン
ス
破
損

」
に
改
め
る
。

ー

様
式
第
五
号
中
「総

合
県
民
局
又
は
東
部
県
土
整
備
局

」
を
「県

土
整
備
事
務
所

」
に
改
め
る
。

様
式
第
六
号
中
「

」
を
「

」
に
、
「総

合
県
民
局
又
は
東
部
県
土
整
備
局

」
を
「県

土
整
備
事

，
、

務
所

」
に
、
「ポ

ツ
ト
ホ
ル

」
を
「ポ

ッ
ト
ホ
ル

」
に
、
「ク

ラ
ツ
ク

」
を
「ク

ラ
ッ
ク

」
に
、

ー
ー

こ
う

「側
溝

」
を
「側

溝

」
に
、
「つ

ま
つ
て
い
る

」
を
「詰

ま
っ
て
い
る

」
に
、
「な

つ
て
い
る

」
を
「

な
っ
て
い
る

」
に
、
「ふ
た

」
を
「蓋

」
に
、
「ハ

照
明
燈

」
を
「ハ

照
明
灯

」
に
、
「

燈

」
を
「

灯

」
に
、
「フ

エ
ン
ス

」
を
「フ

ェ
ン
ス

」
に
、
「道

路
照
明
燈

」
を
「道

路
照
明
灯

」

に
、
「レ

ミ
フ
ア
ル
ト

（ス
ト
ツ
ク
フ
ア
ル
ト

）
」
を
「レ

ミ
フ
ァ
ル
ト

（ス
ト
ッ
ク
フ
ァ
ル
ト

）
」

に
改
め
る
。

様
式
第
七
号
中
「総

合
県
民
局
又
は
東
部
県
土
整
備
局

」
を
「県

土
整
備
事
務
所

」
に
改
め
る
。

様
式
第
八
号
中
「

」
を
「

」
に
、
「総

合
県
民
局
又
は
東
部
県
土
整
備
局

」
を
「県

土
整
備
事

，
、

務
所

」
に
、
「ポ

ツ
ト
ホ

ル

」
を
「ポ

ッ
ト
ホ

ル

」
に
、
「フ

ラ
ツ
シ
ユ

」
を
「フ

ラ
ッ
シ
ュ

」

ー
ー



こ
う

に
、
「側

溝
さ
ら
え

」
を
「側

溝
さ
ら
え

」
に
、
「ア

ス
フ
ア
ル
ト

」
を
「ア

ス
フ
ァ
ル
ト

」
に
、
「

ア
ス
フ
ア
ル
ト
乳
剤

」
を
「ア

ス
フ
ァ
ル
ト
乳
剤

」
に
、
「ア

ス
フ
ア
ル
ト
合
材

」
を
「ア

ス
フ
ァ
ル

ト
合
材

」
に
、
「レ

ミ
フ
ア
ル
ト

」
を
「レ

ミ
フ
ァ
ル
ト

」
に
、
「ス

ト
ツ
ク
フ
ア
ル
ト

」
を
「ス

ト

ッ
ク
フ
ァ
ル
ト

」
に
改
め
る
。

こ
う

様
式
第
九
号
中
「総

合
県
民
局
又
は
東
部
県
土
整
備
局

」
を
「県

土
整
備
事
務
所

」
に
、
「側

溝

」

を
「側

溝

」
に
改
め
る
。

（
徳
島
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

徳
島
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
徳
島
県
訓
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
部
等
」
を
「
本
庁
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
東
部
各
局
」
を
「
出
先
機
関

」
に
、
「
を
い
う
」
を
「
（
徳
島
県
文
化
の
森
振
興
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。
）
を
い
う
」
に
改
め
、
同
条

中
第
四
号
及
び
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
四
号
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

本
庁
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
。
以
下
「
政
令
」
と

い
う
。
）
第
二
条
に
該
当
す
る
出
先
機
関
に
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
を
置
く
。

２

本
庁
の
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
は
職
員
厚
生
課
長
を
、
出
先
機
関
の
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
は
当

該
出
先
機
関
の
長
を
も
つ
て
充
て
る
。

第
四
条
第
三
項
中
「
部
等
、
東
部
県
土
整
備
局
又
は
当
該
総
合
県
民
局
」
を
「
本
庁
又
は
当
該
出
先

機
関
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
部
等
」
を
「
本
庁
」
に
、
「
東
部
県
土
整
備
局
に
あ
つ
て
は
東
部

県
土
整
備
局
の
長
が
指
定
す
る
副
局
長
を
、
総
合
県
民
局
に
あ
つ
て
は
副
局
長
」
を
「
出
先
機
関
に
あ

つ
て
は
当
該
出
先
機
関
の
長
が
指
定
す
る
職
員
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

各
課
及
び
出
先
機
関
（
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
出
先
機
関
を
除
く
。
）
に
安
全
衛
生
管
理
者
を

置
く
。

第
五
条
第
二
項
中
「
各
課
及
び
セ
ン
タ
ー
等
の
安
全
衛
生
管
理
者
」
を
「
安
全
衛
生
管
理
者
」
に
、

「
セ
ン
タ
ー
等
の
長
」
を
「
出
先
機
関
の
長
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第

五
項
中
「
、
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
又
は
総
合
県
民
局
」
を
「
又
は
出
先
機
関
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
総
合
県
民
局
又
は
東
部
県
土
整
備
局
」
を
「
政
令
第
三
条
に
該
当
す
る
出
先
機

関
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
総
合
県
民
局
又
は
東
部
県
土
整
備
局
の
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
」
を

「
出
先
機
関
の
安
全
衛
生
管
理
者
（
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
出
先
機
関
に
あ
つ
て
は
、
当
該
出
先

機
関
の
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
総
合
県
民
局
又
は
東

部
県
土
整
備
局
」
を
「
出
先
機
関
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

本
庁
及
び
政
令
第
四
条
に
該
当
す
る
出
先
機
関
に
衛
生
管
理
者
を
置
く
。

第
七
条
第
二
項
中
「
部
等
」
を
「
本
庁
」
に
、
「
東
部
各
局
」
を
「
出
先
機
関
」
に
改
め
、
「
、
セ

ン
タ
ー
等
に
あ
つ
て
は
当
該
セ
ン
タ
ー
等
の
安
全
衛
生
管
理
者
が
、
総
合
県
民
局
に
あ
つ
て
は
当
該
総

合
県
民
局
の
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
が
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
部
等
、
東
部
各
局
、
当
該
セ
ン

タ
ー
等
又
は
総
合
県
民
局
」
を
「
本
庁
又
は
当
該
出
先
機
関
」
に
改
め
る
。

第
八
条
か
ら
第
九
条
の
三
ま
で
の
規
定
中
「
、
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
」
を
削
り
、
「
総
合
県
民



局
」
を
「
出
先
機
関
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

本
庁
及
び
出
先
機
関
（
県
の
区
域
外
に
置
か
れ
た
出
先
機
関
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
産
業
医
を
置
く
。

第
十
条
第
二
項
第
一
号
中
「
部
等
」
を
「
本
庁
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
東
部
各
局
、
セ
ン
タ

ー
等
又
は
総
合
県
民
局
」
を
「
出
先
機
関
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

本
庁
及
び
政
令
第
九
条
に
該
当
す
る
出
先
機
関
（
政
令
第
八
条
に
該
当
す
る
出
先
機
関
を
除
く
。

）
に
衛
生
委
員
会
を
置
く
。

第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

本
庁
に
あ
つ
て
は
本
庁
の
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
、
出
先
機
関
に
あ
つ
て
は
当
該
出
先
機
関
の

安
全
衛
生
管
理
者

第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
部
等
、
東
部
各
局
、
当
該
セ
ン
タ
ー
等
又

は
総
合
県
民
局
」
を
「
本
庁
又
は
当
該
出
先
機
関
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
部
等
」
を
「
本
庁
」

に
、
「
セ
ン
タ
ー
等
」
を
「
出
先
機
関
」
に
改
め
、
同
条
中
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
り
、
第
六
項
を

第
四
項
と
し
、
第
七
項
を
第
五
項
と
す
る
。

第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
東
部
各
局
」
を
「
出
先
機
関
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
第
五

項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
を
「
、
第
四
項
及
び
第
五
項
」
に
改
め
、
後
段
を
削
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
総
合
県
民
局
又
は
東
部
県
土
整
備
局
」
を
「
政
令
第
八
条
に
該
当
す
る
出
先

機
関
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

当
該
出
先
機
関
の
安
全
衛
生
管
理
者

第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「
総
合
県
民
局
又
は
東
部
県
土
整
備
局
」
を

「
出
先
機
関
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
総
合
県
民
局
又
は
東
部
県
土
整
備
局
」
を
「
出
先
機
関
」

に
、
「
が
別
に
」
を
「
又
は
安
全
衛
生
管
理
者
が
別
に
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
十
二
条
第
六

項
及
び
第
七
項
」
を
「
第
十
二
条
第
四
項
及
び
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
セ
ン
タ
ー
等
」
を
「
出
先
機
関
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
中
「
セ
ン
タ
ー
等
」
及
び
「
も
の
」
を
「
出
先
機
関
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
労
働
基
準
監
督
機
関
へ
の
報
告
）

第
三
十
六
条

法
そ
の
他
労
働
安
全
衛
生
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
労
働
基
準
監
督
機
関
へ
の

報
告
は
、
本
庁
に
あ
つ
て
は
本
庁
の
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
が
、
出
先
機
関
に
あ
つ
て
は
当
該
出
先

機
関
の
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
又
は
安
全
衛
生
管
理
者
が
行
う
も
の
と
す
る
。

（
徳
島
県
工
事
検
査
規
程
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

徳
島
県
工
事
検
査
規
程
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
訓
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
条
第
三
号
中
「
第
四
条
第
四
号
」
を
「
第
四
条
第
二
号
」
に
、
「
総
合
県
民
局
（
以
下
「
総
合

県
民
局
」
と
い
う
。
）
」
を
「
出
先
機
関
」
に
、
「
工
事
」
を
「
工
事
（
徳
島
県
南
部
出
納
室
又
は
徳

島
県
西
部
出
納
室
が
所
管
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
、
「
総
合
県
民
局
の
出
納
室
長
」
を
「
出
先
機

関
を
所
管
す
る
徳
島
県
南
部
出
納
室
長
又
は
徳
島
県
西
部
出
納
室
長
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
課
、
」
を
「
課
並
び
に
」
に
、
「
東
部
各
局
、
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
セ
ン



タ
ー
等
並
び
に
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
総
合
県
民
局
」
を
「
出
先
機
関
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
若
し
く
は
総
合
県
民
局
の
出
納
室
長
」
を
「
、
徳
島
県
南
部
出
納
室
長
若
し
く
は
徳
島

県
西
部
出
納
室
長
」
に
改
め
る
。

（
徳
島
県
法
規
審
議
委
員
会
規
程
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

徳
島
県
法
規
審
議
委
員
会
規
程
（
平
成
十
三
年
徳
島
県
訓
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
第
一
号
中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
一
条
」
に
改
め
る
。

（
附
属
機
関
の
委
員
等
の
指
定
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

附
属
機
関
の
委
員
等
の
指
定
に
関
す
る
訓
令
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
訓
令
第
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
五
十
七
条
」
を
「
第
三
十
三
条
」
に
改
め
る
。

別
表
徳
島
県
国
民
保
護
協
議
会
の
項
中
「
知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
上
席
の
職
員
を
定
め
る
規
則
（

平
成
十
四
年
徳
島
県
規
則
第
五
十
五
号
）
第
二
号
に
掲
げ
る
政
策
監
（
以
下
「
政
策
監
」
と
い
う
。
）

」
を
「
政
策
監
」
に
改
め
、
同
表
徳
島
県
防
災
会
議
の
項
中
「
砂
防
防
災
課
長

南
部
総
合
県
民
局
地

域
創
生
防
災
部
長

西
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生
観
光
部
次
長
」
を
「
砂
防
防
災
課
長
」
に
改
め
、
同

表
徳
島
県
都
市
計
画
審
議
会
の
項
中
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
担
当
部
長

環
境
指
導
課
長
」
を
「
県
土
整
備

部
長

資
源
循
環
課
長
」
に
改
め
、
同
表
徳
島
県
開
発
審
査
会
の
項
中
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
担
当
部
長
」

を
「
県
土
整
備
部
長
」
に
、
「
環
境
指
導
課
長
」
を
「
資
源
循
環
課
長
」
に
、
「
生
産
基
盤
課
長
」
を

「
農
林
水
産
政
策
課
長
」
に
、
「
道
路
整
備
課
長
」
を
「
高
規
格
道
路
課
長
」
に
、
「
河
川
政
策
課
長

河
川
整
備
課
長
」
を
「
河
川
政
策
課
長
」
に
改
め
、
同
表
徳
島
県
地
方
港
湾
審
議
会
の
項
中
「
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
担
当
部
長
」
を
「
県
土
整
備
部
長
」
に
改
め
る
。

（
徳
島
県
兼
務
発
令
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

徳
島
県
兼
務
発
令
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
二
年
徳
島
県
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
観
光
ス
ポ
ー
ツ
文
化
部
文
化
資
源
活
用
課
長
の
項
の
項
名
を
「
観
光
ス
ポ
ー
ツ
文
化
部

文
化
振
興
課
文
化
資
源
活
用
室
長
」
に
改
め
、
同
表
観
光
ス
ポ
ー
ツ
文
化
部
文
化
資
源
活
用
課
副
課
長

の
項
の
項
名
を
「
観
光
ス
ポ
ー
ツ
文
化
部
文
化
振
興
課
副
課
長
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
当
該
本
部
」
を
「
当
該
出
先
機
関
」
に
改
め
る
。

第
五
条
を
削
り
、
第
六
条
を
第
五
条
と
し
、
第
七
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局
」
を
「
徳
島
県
南
部
環
境
保
全
室
、
徳
島
県
西
部
環

境
保
全
室
又
は
徳
島
県
保
健
所
」
に
改
め
、
「
（
次
項
に
お
い
て
「
食
品
衛
生
監
視
員
」
と
い
う
。
）

」
を
削
り
、
「
同
項
に
お
い
て
「
環
境
衛
生
監
視
員
」
と
い
う
」
を
「
別
に
生
活
環
境
部
安
全
衛
生
課

の
兼
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
を
除
く
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
七
条
と
し
、
第
九
条

を
第
八
条
と
し
、
第
十
条
を
第
九
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
徳
島
県
美
波
保
健
所
へ
の
兼
務
）

第
十
条

徳
島
県
阿
南
保
健
所
の
職
員
の
う
ち
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
二

十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
医
療
監
視
員
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
（
別
に
徳
島
県
美
波
保
健
所
の
兼

務
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
を
除
く
。
）
は
、
徳
島
県
美
波
保
健
所
の
兼
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
を
削
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
徳
島
県
東
部
農
林
水
産
局
」
を
「
徳
島
県
農
林
事
務
所
」
に
改
め
、
同
項
に



次
の
四
号
を
加
え
る
。

四

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
阿
南
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー

五

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
美
波
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー

六

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
美
馬
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー

七

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
三
好
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー

第
十
二
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

（
徳
島
県
副
知
事
の
担
任
事
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

徳
島
県
副
知
事
の
担
任
事
務
に
関
す
る
規
程
（
令
和
五
年
徳
島
県
訓
令
第
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

副
知
事
志
田
敏
郎
の
担
任
事
務

イ

県
政
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

知
事
直
轄
組
織
知
事
戦
略
局
（
外
事
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
、
企
画
総
務
部
（
人
事
及

び
議
会
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
、
観
光
ス
ポ
ー
ツ
文
化
部
（
観
光
政
策
課
を
除
く
。
）
、

こ
ど
も
未
来
部
、
保
健
福
祉
部
（
医
療
政
策
課
、
出
羽
島
診
療
所
、
総
合
看
護
学
校
、
健
康
寿

命
推
進
課
、
感
染
症
対
策
課
及
び
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。
）
及
び
農
林
水
産
部
（

農
林
水
産
物
の
販
路
拡
大
及
び
公
益
社
団
法
人
徳
島
県
産
業
国
際
化
支
援
機
構
と
の
連
携
に
関

す
る
こ
と
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

企
業
局
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

教
育
委
員
会
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
及
び
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
と
の
連
絡
調
整
に
関

す
る
こ
と
。

ホ

そ
の
他
知
事
が
指
定
す
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

二

副
知
事
上
田
紘
嗣
の
担
任
事
務

イ

知
事
直
轄
組
織
知
事
戦
略
局
（
外
事
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
、
企
画
総
務
部
、
観
光
ス

ポ
ー
ツ
文
化
部
（
観
光
政
策
課
に
限
る
。
）
、
生
活
環
境
部
、
保
健
福
祉
部
（
医
療
政
策
課
、

出
羽
島
診
療
所
、
総
合
看
護
学
校
、
健
康
寿
命
推
進
課
、
感
染
症
対
策
課
及
び
精
神
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
に
限
る
。
）
、
経
済
産
業
部
（
徳
島
バ
ッ
テ
リ
ー
バ
レ
イ
構
想
に
関
す
る
こ
と
を
除

く
。
）
、
農
林
水
産
部
（
農
林
水
産
物
の
販
路
拡
大
及
び
公
益
社
団
法
人
徳
島
県
産
業
国
際
化

支
援
機
構
と
の
連
携
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
及
び
出
納
局
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

病
院
局
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

選
挙
管
理
委
員
会
、
人
事
委
員
会
、
監
査
委
員
、
労
働
委
員
会
及
び
公
安
委
員
会
と
の
連
絡

調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

そ
の
他
知
事
が
指
定
す
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

（
徳
島
県
公
文
書
管
理
規
程
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

徳
島
県
公
文
書
管
理
規
程
（
令
和
五
年
徳
島
県
訓
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

目
次
中
「
本
部
等
」
を
「
出
先
機
関
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号

及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
セ
ン
タ
ー
等
」
を
「
出
先
機
関
」
に
、
「
第
四
条
第
三
号
」

を
「
第
四
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
中
第
六
号
及
び
第
七
号
を
削
り
、



第
八
号
を
第
四
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
条
第
三
項
中
「
本
部
等
」
を
「
出
先
機
関
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
第
一
号
中
「
本
部
、
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
」
を
「
出
先
機
関
」
に
改
め
、
「
又

は
総
合
県
民
局
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

出
先
機
関
に
お
い
て
出
先
機
関
名
又
は
出
先
機
関
の
長
の
名
以
上
で
発
す
る
公
文
書
（
第
一
号

に
掲
げ
る
公
文
書
を
除
く
。
）

別
に
例
式
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
別
表
第
一
に
定
め
る
記
号
を

付
す
る
こ
と
。

第
六
条
第
四
項
第
二
号
及
び
第
五
項
中
「
、
本
部
、
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
又
は
総
合
県
民
局
」

を
「
又
は
出
先
機
関
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
万
代
庁
舎
」
を
「
本
庁
舎
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
三
項
第
三
号
中
「
企
画
総
務
部
情
報
政
策
課
行
政
Ｄ
Ｘ
推
進
室
長
」
を
「
企
画
総
務

部
情
報
政
策
課
長
」
に
改
め
る
。

第
三
章
の
章
名
中
「
本
部
等
」
を
「
出
先
機
関
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
第
一
項
中
「
本
部
等
」
を
「
出
先
機
関
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
本
部
収
受
印
、
東

部
各
局
収
受
印
、
セ
ン
タ
ー
等
収
受
印
又
は
総
合
県
民
局
収
受
印
」
を
「
出
先
機
関
収
受
印
」
に
改
め

、
同
条
第
二
項
中
「
本
部
等
」
を
「
出
先
機
関
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
七
条
ま
で
の
規
定
中
「
本
部
等
」
を
「
出
先
機
関
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
「本

部
東
部
各
局

セ
ン
タ

等
又
は
総
合
県
民
局

」
を
「出

先
機
関

」
に
改
め
、

、
、

ー

同
表
徳
島
県
東
京
本
部
の
項
か
ら
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
の
項
ま
で
を
削
り
、
同
表
徳
島
県
自
治
研

修
セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

徳
島
県
県
税
局

県
税

徳
島
県
阿
南
地
域
連
携
事
務
所

阿
地

徳
島
県
美
波
地
域
連
携
事
務
所

美
波

地

徳
島
県
美
馬
地
域
連
携
事
務
所

美
馬

地

徳
島
県
三
好
地
域
連
携
事
務
所

三
地

別
表
第
一
徳
島
県
立
保
健
製
薬
環
境
セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

徳
島
県
南
部
環
境
保
全
室

南
環

保

徳
島
県
西
部
環
境
保
全
室

西
環

保

別
表
第
一
中
徳
島
県
徳
島
保
健
所
の
項
か
ら
徳
島
県
三
好
保
健
所
の
項
ま
で
を
削
り
、
徳
島
県
発
達

障
が
い
者
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

徳
島
県
徳
島
保
健
所

徳
保

徳
島
県
吉
野
川
保
健
所

吉
保

徳
島
県
阿
南
保
健
所

阿
保

徳
島
県
美
波
保
健
所

美
波

保

徳
島
県
美
馬
保
健
所

美
馬

保

徳
島
県
三
好
保
健
所

三
保

徳
島
県
東
部
福
祉
事
務
所

東
福

徳
島
県
南
部
福
祉
事
務
所

南
福

徳
島
県
西
部
福
祉
事
務
所

西
福

徳
島
県
東
京
本
部

徳
東

京



徳
島
県
東
海
本
部

徳
東

海

徳
島
県
関
西
本
部

徳
関

西
別
表
第
一
中
徳
島
県
家
畜
防
疫
衛
生
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援

セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

徳
島
県
徳
島
農
林
事
務
所

徳
農

林

徳
島
県
吉
野
川
農
林
事
務
所

吉
農

林

徳
島
県
阿
南
農
林
事
務
所

阿
農

林

徳
島
県
美
波
農
林
事
務
所

美
波

農
林

徳
島
県
美
馬
農
林
事
務
所

美
馬
農

林

徳
島
県
三
好
農
林
事
務
所

三
農

林

別
表
第
一
徳
島
県
阿
南
安
芸
自
動
車
道
用
地
推
進
セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

徳
島
県
徳
島
県
土
整
備
事
務
所

徳
土

徳
島
県
吉
野
川
県
土
整
備
事
務
所

吉
土

徳
島
県
阿
南
県
土
整
備
事
務
所

阿
土

徳
島
県
美
波
県
土
整
備
事
務
所

美
波

土

徳
島
県
美
馬
県
土
整
備
事
務
所

美
馬

土

徳
島
県
三
好
県
土
整
備
事
務
所

三
土

徳
島
県
南
部
出
納
室

南
出

納

徳
島
県
西
部
出
納
室

西
出

納

別
表
第
一
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
の
項
及
び
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


